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　防火対象物における自衛消防訓練の実施については、消防法等で規定されているとおり、定期的な実施が必要である。当市
においては、消防訓練未実施や未届の防火対象物関係者に対して、消防法令違反として改善指導を継続している中で、その理
由を聞き取ったところ、「訓練は実施しているが、届出に行く時間が取れない。」、「届出を行うのが億劫になって、訓練そのも
のが実施しにくい。」等の意見が多数あったことから、訓練実施に対する負担よりも、届出に関する負担が大きいことに視点を
置き、研究していく中で、「電子申請」という案が出た。電子申請運用に関する検討を重ねた結果、①届出行為を窓口対応だけ
でなく電子でも受け付けることで市民サービスの向上になる。②消防職員が窓口対応に要する時間が削減できる。③届出に関
する事務処理が効率化できる。というメリットが浮かび上がった。また、追加予算が必要ない方法も見い出せたことから、電
子申請を運用するという結論に至った。

　電子申請の基幹システムとしては、兵庫県が運営している「兵庫県電子申請共同運営システム」を活用することとし、別添資
料のとおり宝塚市消防本部ホームページから、電子申請の入力画面に入れるよう設定した。今回の取組は、自衛消防訓練関係
の届出負担解消の観点から、自衛消防訓練実施計画届出書及び自衛消防訓練実施結果報告書とした。市民及び職員にとって、
新しい試みであることから、電子申請に関する手続きについては、申請者が混乱することのないよう準備し、電子申請に関す
る事務処理については、消防職員が適切に対応できることが求められる。
　市民に対する広報として、電子申請に関する記事について、市内全戸配布の市広報誌へ掲載し、別添の広報用ちらしを予防
査察及び窓口対応などの機会を捉えて配布した。
　消防職員に対しては、運用開始前に1か月程度の事前研修期間を設定し、各職員が感じた改善点について、適宜修正を加え、
令和2年4月1日の運用開始を迎えた。運用開始から6か月後には、改めて全署所に状況調査を実施し、実運用後の改善点を集
約して、システム及び内規等の微調整を加え、より良い取組となるよう心掛けた。

　運用を開始した令和2年4月1日から令和3年3月末時点での統計では、自
衛消防訓練関連の全届出件数のうち29.9%が電子申請となった。
　自衛消防訓練に係る電子申請については、市民サービスの向上になると判
断して取り組んだものであるが、どれだけ広報したとしても、最終的には電
子申請を利用してみようとする市民の理解があってこその取組であることか
ら、初年度には数件程度の申請でもやむなしとして内部調整を図っていたが、
初年度において約30%の電子申請による届出があったことは、市民ニーズ
に合致した事業であり、また、これにより職員の事務効率化につなげること
ができたものである。
　電子申請に取り組んだ背景である「訓練は実施しているが、届出に行く時
間が取れない。」などの状況が改善できたかどうかの検証については、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、訓練実施そのものが困難な状況であるた
め、明確には得られていない。しかしながら、当初の背景ではないものの新
型コロナウイルス感染症対策としての対面対応の減少という観点からは、一
定の成果が出たとも分析している。

　電子申請を活用した届出の受理については、十分に市民ニーズがあることがわかり、また、新型コロナウイルス感染症対策
としても効果的であることから、今後は、さらに多くの届出について、窓口対応だけでなく、電子申請でも受理できるよう検
討を重ねる予定である。
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